（実施要領）旅行商品造成等支援金交付制度について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けた旅行事業者の皆さんへの支援を目的に、本市の観光資源の活用や市内への宿泊促進につながる着地型旅行商品造成の経費と、当該商品の販売に対して支援金を交付するものです。

１　支援対象者
次の要件を全て満たす事業者
（1）　旅行法業（昭和２７年法律第２３９号）第３条の規定に基づく旅行業の登録を行っている者のうち、熊本市に営業所を置くもの。
（2）　市税の滞納がないこと(新型コロナウイルス感染症拡大に伴い徴収が猶予及び分割納付の誓約が済んでいる者を除く。)。
（3）　熊本市暴力団排除条例（平成２３年条例第９４号）第２条第１号から第３号までの規定に該当しない者であること。
（4）　その他市長が適当でないと認める場合に該当しないこと。

２　対象期間
　令和４年（２０２２年）８月１日から令和５年（２０２３年）２月２８日まで

３　制度概要
①旅行商品造成支援
	対象事業
	(１)～(３)を全て満たす旅行商品の造成
(１)　新たに造成する着地型旅行商品（旅行者を受け入れる地域が主体となって作られる旅行商品）であること。
(2)　熊本市内の交通、観光施設・体験等の観光事業者が提供する商品素材やサービスを最低１つ含むものであること。
　※熊本市外の行程が含まれる場合、その部分は対象外とする。
(3)　新型コロナウイルス感染症予防対策が施されていること。

	対象経費
	(１)　開発費
観光事業者との交渉費、ガイド育成費（研修経費）、ウェブサイト制作費、パンフレット・ポスター・チラシの印刷費、広告費、その他
(２)　モニターツアー費
貸切バス等料金、ガイド・案内料金、施設利用料、体験費、その他
(３)　その他経費
上記の他、市長が特に必要と認める経費

	助成率
	１／２

	支援金の額の上限額
	５０万円
※１事業者につき３商品まで申込可、千円未満の端数は切り捨て





②旅行商品販売支援
	対象事業
	①で造成した旅行商品で次の(１)～(２)を全て満たす販売
(１)　着地型旅行商品の利用者が、熊本市内に１泊以上すること。
(２)　令和４年８月１日から令和５年２月２８日までの間に販売及び催行されること。（旅行の出発日及び帰着日のいずれもこの期間内であること。）

	支援金の額
	商品の販売１件につき、１，０００円

	支援金の
額の上限
	１００万円（１事業者につき最大１，０００件まで）


※①と②の支援金は個別に請求が可能です。（一括請求も可）
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●手続きの流れ（旅行商品造成支援金と旅行商品販売支援金を同時に請求する場合）

①交付申込


令和４年12月28日までに、以下の書類を申込書に添付されている返信用封筒にて郵送してださい。（当日消印有効）


□（様式第１号）旅行商品造成等支援金交付申込書兼誓約書及び同意書　
□（様式第２号）事業計画書
□（様式第３号）収支予算書　
□旅行業登録証の写し




審査



交付決定

②事業実施


交付条件に基づき、事業を実施してください。



交付確定
③実績報告
④請求


以下の書類を令和５年２月２８日までに提出してください。

□（様式第９号）旅行商品造成等支援金に係る実績報告書　
□（様式第１０号）収支決算書
□２－①で造成した着地型旅行商品の内容が確認できる書類　　
□２－①の対象経費の請求書・領収書等
□２－①で造成した着地型旅行商品の販売実績を証する書類（例）ホテル側からの請求書又は宿泊証明書










以下の書類を令和５年２月２８日まで提出してください。

□（様式第１２号）旅行商品造成等支援金請求書
□振込先口座の通帳の写し（最初の見開きページ部分）









●手続きの流れ（旅行商品造成支援金と旅行商品販売支援金を別に請求する場合）
①交付申込


令和４年12月28日までに、以下の書類を申込書に添付されている返信用封筒にて郵送してださい。（当日消印有効）


□（様式第１号）旅行商品造成等支援金交付申込書兼誓約書及び同意書　
□（様式第２号）事業計画書
□（様式第３号）収支予算書　
□ 旅行業登録証の写し




審査



交付条件に基づき、事業を実施してください。
②事業実施
交付決定




③実績報告（旅行商品販売）
③実績報告（旅行商品造成）


以下の書類を令和5年2月28日までに提出してください。
以下の書類を令和5年2月28日までに提出してください。

□（様式第９号）旅行商品造成等支援金に係る実績報告書
※項番８～１１を記載
□（様式第１０号）収支決算書
※項番１、２②を記載
□２－①で造成した着地型旅行商品の販売実績を証する書類等（例）ホテル側からの請求書又は宿泊証明書
□（様式第９号）旅行商品造成等支援金に
係る実績報告書
※項番１～７、１０、１１を記載
□（様式第１０号）収支決算書
※項番１、２①を記載
□２－①で造成した着地型旅行商品の内容が確認できる書類等
□２－①の対象経費の請求書・領収書等
　

以下の書類を令和5年2月28日までに提出してください。
④旅行商品販売支援金の請求
以下の書類を令和5年2月28日までに提出してください。
④旅行商品造成支援金の請求
旅行商品等造成支援金請求書は令和5年(2023年)２月２８日〆切です。(当日消印有効)
□（様式第１２号）旅行商品造成等支援金請求書※旅行商品造成支援金のみ請求可
□振込先口座の通帳の写し（最初の見開きページ部分）


□（様式第１２号）旅行商品造成等支援金請求書※旅行商品販売支援金のみ請求可
□振込先口座の通帳の写し（最初の見開きページ部分）

旅行商品造成支援金を重複して
請求されないようご注意ください
交付確定
交付確定

